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令和８年度の「小規模事業所加算」の届出における留意点について 

 

 「小規模事業所加算」については、国通知（老企第36号ほか）のとおり、原則として「前年度」（＝４

月１日から２月末日まで）の実績を基に、翌年度の算定の有無が決定されることから、毎年３月に「前年

度」の実績を計算し、必要に応じて届出を行わなければなりません。 

 ついては、令和８年度の「小規模事業所加算」の算定について、下記事項に留意の上、適切に対応願い

ます。 

記 

１ 「小規模事業所加算」について 

「小規模事業所加算」とは、「中山間地域等」（＊１）に所在する「小規模事業所」（＊２）がサービス

提供した場合、所定単位数の加算（＊３）を行うものです。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２ 令和８年度の「小規模事業所加算」の算定について 

別紙２【早見表】により、令和８年度の当該加算の算定の有無を確認の上、「体制届」を提出してく

ださい。 

 

 

 

 

 

体制等届出書の様式等は、県ホームページに掲載しています。 

＜県ホームページの掲載場所＞ 

「分野別」 → 「健康・福祉」 → 「高齢者・障害者・福祉」 

 → 「介護保険制度・事業者情報」 → 「介護保険サービスに関するお知らせ」 

 → 「介護報酬算定に関すること」 →「介護給付費算定に係る体制等届出書について」 

 

 

 

＊１＝「中山間地域等」とは、「特別地域加算対象地域」（＝別紙３のとおり）及び新潟市を除く、県内地域です。 

    ※ 訪問介護においては、老企第 36 号の一部改正により、当分の間、新潟市に所在する指定訪問介護事

業所も算定できる取扱いとなっています。 

＊２＝「小規模事業所」とは、 

○ 前年度実績が６ヶ月以上ある場合は、３月を除く前年度の月平均が 

○ 前年度実績が６ヶ月未満の場合は、直近３ヶ月の月平均が 

小規模事業所の要件（＝別紙１のとおり）を満たす事業所を言います。 

＊３＝ 別紙１の加算割合を加算。なお、当該加算の算定を開始するには、事前（＝算定しようとする月の前月

の 15日まで）に、「体制届」を提出する必要があります。 

◎ 現在、当該加算を算定していないが、 

令和８年度より、当該加算を新たに算定する場合は、３月 15日までに（必着） 

◎ 現在、当該加算を算定しているが、 

令和８年度より、当該加算を算定しなくなる場合は、３月上旬速やかに 

【担当】新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課 介護サービス係    電話(直通) 025-280-5193 



 別紙１  

「小規模事業所加算」における 「小規模事業所」の要件  等について 

 

 対象サービス 「小規模事業所」の要件 
提出書類 

（体制届、添付書類） 
加算割合 

１ 訪問介護 

前年度のいずれかの月における総訪問回数が、 

（事業所全体で）概ね 200回以下の事業所 

※ 概ね 200回は 400回程度を想定 

【居宅サービス】 

・別紙１-１ 

・別紙２ 

 

【介護予防サービス】 

   ・別紙１-２ 

   ・別紙２ 

所定単位数の１０％ 

 

２ 訪問入浴介護 
１月当たりの延訪問回数が、 

（事業所全体で）２０回以下の事業所 

３ 介護予防訪問入浴介護 
１月当たりの延訪問回数が、 

（事業所全体で）５回以下の事業所 

４ 訪問看護 
１月当たりの延訪問回数が、 

（事業所全体で）１００回以下の事業所 

５ 介護予防訪問看護 
１月当たりの延訪問回数が、 

（事業所全体で）５回以下の事業所 

６ 訪問リハビリテーション 
１月当たりの延訪問回数が、 

（事業所全体で）３０回以下の事業所 

７ 
介護予防訪問リハビリテ

ーション 

１月当たりの延訪問回数が、 

（事業所全体で）１０回以下の事業所 

８ 居宅療養管理指導 

１月当たりの延訪問回数が、以下の事業所 

医師が行う場合     ５０回以下 

歯科医師が行う場合   ５０回以下 

薬剤師が行う場合    ５０回以下 

管理栄養士が行う場合  ５０回以下 

歯科衛生士等が行う場合 ５０回以下 

９ 
介護予防居宅療養管理指

導 

１月当たりの延訪問回数が、以下の事業所 

医師が行う場合      ５回以下 

歯科医師が行う場合    ５回以下 

薬剤師が行う場合     ５回以下 

管理栄養士が行う場合   ５回以下 

歯科衛生士等が行う場合  ５回以下 



 対象サービス 「小規模事業所」の要件 
提出書類 

（体制届、添付書類） 
加算割合 

10 福祉用具貸与 
１月当たりの実利用者数が、 

（事業所全体で）１５人以下の事業所 

【居宅サービス】 

・別紙１-１ 

・別紙２ 

【介護予防サービス】 

   ・別紙１-２ 

・別紙２ 

通常の事業の実施地域の

「交通費」相当額の２／３

を、10で割った単位数 

（ただし、福祉用具貸与費

の２／３を限度）を加算 11 介護予防福祉用具貸与 
１月当たりの実利用者数が、 

（事業所全体で）５人以下の事業所 

   提出書類は、県ホームページからダウンロードしてください。 

    介護給付費算定に係る体制等届出書について https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/1356829950165.html 



 別紙２  令和８年度の「小規模事業所加算」の算定の有無及び届出内容について【早見表】※訪問介護を除く 

 

 

  

 

 

 

                              

 

  

 

 

 

 

 

                                 

   

当該「小規模事業所加算」は対象とはなりません。 

（届出等の手続きは不要です。） 

はい 

いいえ 

はい 

 

① 前年度 

による場合 

はい 

Ｑ１ 事業所が「特別地域加算対象地域」（＝別紙３のとおり）

及び新潟市に所在しているか？ 

② 直近３ヶ月による場合 

Ｑ３ ① 前年度の月平均により算定しているか？ それとも、② 直近３ヶ月の月平均により算定しているか？ 

はい 

◎ 令和７年度に引き続き、令和８年度も 

「小規模事業所加算」を算定できます。 

この場合、体制届の提出は不要ですが、 

当該要件を満たす算出結果等について記録

に残しておく必要があります。 

いいえ Ｑ２ 現在、「小規模事業所加算」を算定しているか？ 

いいえ 

Ｑ４ 今年度（＝令和７年４月～令和８年３月） 

の実績が６ヶ月以上ある（見込み）か？ 

Ｑ５ 今年度（＝令和７年４月～令和８年２月）の実績 

（月平均）が、小規模事業所の要件を満たしているか？ 

◎ 令和８年度は、「小規模事業所加算」を算定できません。 

⇒ ３月上旬中に速やかに、体制届（＝令和８年４月 

より「算定なし（非該当）」）を提出してください。 

◎ 令和７年度に引き続き、令和８年度も 

「直近３ヶ月」の月平均により、毎月、 

当該加算の算定の有無を判断します。 

（※ なお、４月分算定なしの場合は、３月上旬

中に速やかに体制届を提出。） 

Ｑ６ 今年度（＝令和７年４月～ 

令和８年３月）の実績が 

６ヶ月以上ある（見込み）か？ 

Ｑ８ 今年度（＝令和７年４月～ 

令和８年２月）の実績（月平均）

が、小規模事業所の要件を満たし

ているか？ 

はい 

◎ 令和８年度は、「小規模事業所加算」を算定

できます。 

⇒ 令和８年３月 15 日までに（必着）、「体制

届」を提出してください。 

    

いいえ 

いいえ 
Ｑ７ 直近３ヶ月（12 月～２月）の実績（月

平均）が、小規模事業所の要件を満た

しているか？ 

はい 

◎ 令和８年４月分は、「小規模事業 

所加算」を算定できます。（５月分 

以降は直近３ヶ月平均により判断。） 

⇒ 令和８年３月 15 日までに（必着）、

「体制届」を提出してください。 

    いいえ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいえ 

◎「小規模事業所の要件」 

については、別紙１ 参照 

はい 



別紙３ ※ 下記地域に所在する事業所は、「小規模事業所加算」の対象とはなりません。

令和７年４月現在
離島振興対策実施地域 振興山村 厚生労働大臣が別に定めるもの

（離島振興法第２条第１項による指定地域）（山村振興法第７条第１項による指定地域） （H12.2.29厚生労働省告示第53号）

関川村 関谷村、女川村

村上市 （朝日村） 舘腰村、三面村、高根村、塩野町村 寺尾、宮ノ下、下中島、鵜渡路、上野

川端、猿沢、檜原、板屋越

（山北町） 中俣村、黒川俣村、下海府村

（村上市） 山辺里村、上海府村

胎内市 （黒川村） 黒川村

阿賀町 （三川村） 三川村、下条村、揚川村

（上川村） 東川村、上条村

（鹿瀬町） 日出谷村、豊実村

（津川町） 小川村、揚川村

新潟市 （巻町） 浦浜村

五泉市 （村松町） 十全村、川内村

加茂市 七谷村

三条市 （下田村） 森町村、鹿峠村

長岡市 （川口町） 田麦山村

魚沼市 （守門村） 須原村、上条村

（湯之谷村） 湯之谷村

（入広瀬村） 入広瀬村

（広神村） 藪神村

南魚沼市 （塩沢町） 上田村

（大和町） 東村

湯沢町 三国村、三俣村、神立村、土樽村

十日町市 （中里村） 倉俣村

（松代町） 莇平、儀明、小池、田野倉、名平、

室野、蒲生、木和田原、仙納、峠、

福島

（松之山町） 松之山、松之山光間、松之山新山、

松之山水梨、松之山小谷、松之山大荒戸、

松之山松口、松之山三桶、松之山沢口、

松之山猪之名、松之山藤内名、松之山橋詰、

松之山坂下、松之山観音寺、松之山古戸、

松之山湯山、松之山湯本、松之山黒倉、

松之山天水越、松之山天水島、松之山藤倉、

松之山中尾、松之山東川、松之山上鰕池、

松之山下鰕池、松之山五十子平、

松之山上坪野、松之山赤倉、松之山東山、

浦田

津南町 大字秋成、大字穴藤、大字結東、

大字大赤沢、大字上郷大井平、

大字上郷子種新田、大字上郷宮野原、

大字上郷寺石、大字上郷上田、大字芦ヶ崎、

大字赤沢、大字谷内、大字中深見、

大字外丸、大字三箇

柏崎市 上米山村、鵜川村

上越市 （安塚町） 安塚区

（名立町） 名立村

妙高市 （新井市） 矢代村

（妙高高原町） 杉野沢村

糸魚川市 （糸魚川市） 上早川村、根知村、小滝村 大字御前山、大字市野々

（能生町） 能生谷村、木浦村

（青海町） 歌外波村、市振村、上路村

粟島浦村 全域

佐渡市 全域

全域

特別地域加算　対象地域一覧

市町村

※２　振興山村欄は、山村振興法第７条第１項の規定による指定が旧村単位で行われているため、

　　旧村名で表記。　現在の該当住所については、各市町村にお問い合わせください。

※１　市町村欄（　）は、Ｈ２２以降の合併前の市町村。


